
岡山県高等学校商業教育協会規約 
 

     第一章   総    則 
   （目  的） 
第1条  本会は、岡山県高等学校教育研究会商業部会と表裏一体となり、本県商業教育の振興発展を 
    図ることを目的とする。 
   （名  称） 
第2条 本会は、岡山県高等学校商業教育協会と称する。 
   （事 務 局） 
第3条 本会の事務所は当分の間理事長の在勤する学校内に置く。 

（事  業） 
第4条 本会は、第一条の目的達成のため次の事業を行う。 
   一 商業教育に関する調査研究 
   二 講習会、講演会、教科研究会等の開催および機関誌の発行 
   三 岡山県検定委員会の助成 
   四 各種競技会の実施 
   五 その他商業教育振興に必要な事項 
 

第二章   会    員 
（会  員） 

第5条 本会の会員は、下に掲げる者とする。 
   一 商業に関する学科（以下「商業学科」という。）を置く高等学校（以下「会員校」という。） 
     の校長、副校長、教頭、商業教科担当教員 
   二 商業学科を置かない高等学校で商業教科担当教員が 2 名以上在籍する高等学校が、本会に加

入する意思表示をした場合には会員校と認める。当該高等学校の校長、副校長、教頭、商業

教科担当教員を会員とする。 
   三 会員校の商業教科以外の教科担当教員 
     会員校の商業教科以外の教科担当教員であっても、本会に加入する意思表示をした場合には

会員と認めることができる。 
 
第三章   役   員 

（役  員） 
第6条 本会に次の役員を置く。 
   理 事 長    １名       事務局長     1名   

副理事長    ２名       事務局次長   2名 
常任理事    会員校１名    事務局次長補佐 1名 

   理 事    会員校 2名    事務局書記   1名 
   監 事    2名 
                          
  ２ 役員の任期は原則として二年とする。 
    補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
  ３ 本会に顧問を置くことができる。 



   （役員の選出） 
第7条 役員の選出は、次の方法による。 
   一 常任理事は、会員校の校長をもってこれに充てる。 
   二 理事長、副理事長、監事は常任理事会において互選する。 

 三  理事は、会員校の副校長、教頭及び商業主任をもって充てる。 
     ただし、商業学科を置かない高等学校にあっては、商業主任を商業教科担当教員の代表者と  

読替えるものとする。 
   四 事務局長・事務局次長・事務局次長補佐・事務局書記は、理事長が委嘱する。 
 
   （役員の任務） 
第8条 役員の任務を次のとおり定める。 
   一 理事長は、本会を代表し会務を統理し、会議の議長となる。 
   二 副理事長は、理事長を補佐するとともに、教頭会・商業主任会の会務の効率的な運営に当 

たる。 
   三 常任理事は、会務の企画運営をつかさどる。 
   四 理事は、会務を審議する。 
   五 監事は、会計を監査する。 
   六 事務局長以下事務局役員は、理事長の命を受け、別表１に掲げる職務を行う。 
 

第四章   会   議 
   （会議の種類） 
第9条 会議を分けて常任理事会、委員長会、理事会、教頭会、副委員長会、商業主任会とする。 

会議は、構成員の二分の一以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決する。なお、可 
否同数のときは、議長が決する。 

   （常任理事会の任務） 
第10条 常任理事会は、毎年一回以上理事長が招集し、重要な会務並びに協会運営上の諸問題を審議・

議決する。 
   （委員長会の任務） 
第11条 委員長会は、各部の委員長を毎学期一回以上、必要に応じ理事長が招集し、本協会の運営に 

あたる。 
   （理事会の任務） 
第12条 理事会は、毎年一回以上理事長が招集し、次の任務を行う。 
   一 常任理事会から付託された事項の調査、研究 
   二 本会の予算、決算、規約の改正の審議 
   三 その他重要な事項の協議 
   （教頭会の任務） 
第13条 教頭会は、毎年一回以上理事長が招集し、商業教育に関する諸問題を研究協議する。 
２ 教頭会に会長を置く。教頭会会長は、副校長、教頭の互選により選出する。 
 ３ 教頭会に副委員長会を置く。教頭会会長は副委員長会会長を兼任する。 
４ 副委員長会は、次の任務を遂行する。 

一 各分野研究委員会の推進・まとめ役としての副委員長共通の課題解決に努める。 
二 各分野研究委員会の相互協力や連携強化を図る。 
三 体系的な教員研修の企画等を担当する。 



   （商業主任会の任務） 
第14条 商業主任会は、毎年一回以上理事長が招集し、商業教育振興対策・教育課程・商業教科の 
    諸問題について協議する。 
２ 商業主任会に班を置き、次の業務を担当する。 
   一 広報活動班 機関誌・ＨＰ等広報全般を担当する。 

二 商研大会班 県商業教育研究大会の企画運営を担当する。 
三 総合研究班 総合的科目群に属する科目の研究を担当する。 
 

     第五章   部・競技委員会 
 （企画

き

員

 



   （部・競技委員会役員） 
第17条 各部・競技委員会に次の役員を置く。 
   委 員 長     各 1名 
   副委員長     若干名 
   運営委員      〃 （各   部） 

   競技委員      〃 （競技委員会） 

  ２ 運営委員及び競技委員の任期は原則として二年とする。 

    補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   （部・競技委員会役員の選出） 

第18条 委員長は、常任理事会において互選する。 

２ 副委員長は会員の中から委員長の推薦のもとに、委員長会において調査、選出する。 

３ 運営委員及び競技委員は、原則として会員校の教員から選出する。 

   （部・競技委員会役員の任務） 

第１９条 各部・競技委員会役員の任務を次のとおり定める。 

   一 委員長は、当該委員会の企画・運営をつかさどる。 

   二 副委員長は、委員長を補佐する。 

   三 運営委員及び競技委員は、各部及び競技委員会の企画・研究・運営を担当する。 

 

第六章 経費及び会計 

   （経   費） 

第２０条 本会の経費は、次のものによる。 

   一 補助金及び寄附金 

   二 財団法人全国商業高等学校協会からの助成金 

   三 学校から拠出する会費 

   （会 計 年 度） 

第２１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

   （附   則） 

第２２条 本規約は、昭和３２年４月１日から実施する。 

第２３条 本規約実施に当たり必要な事項は、常任理事会において決定する。 

   昭和３５年４月１日   一部追加     昭和６２年４月１日   一部改正 

   昭和３９年４月１日   一部削除     平成 元年４月１日   一部改正 

   昭和４４年４月１日   一部改正追加   平成 ７年４月１日   一部改正 

   昭和４６年４月１日   一部改正     平成 ９年４月１日   一部改正 

   昭和４９年５月１８日   一部改正追加   平成１３年４月１日   一部改正 

   昭和５０年４月１日   一部改正追加   平成１５年１１月１８日   一部改正 

   昭和５１年４月１日   一部改正     平成１７年５月６日   一部改正 

   昭和５２年４月１日   一部改正     平成１８年５月１日   一部改正 

昭和５５年４月１日   一部改正     平成１９年１月26日   一部改正 
   昭和５６年４月１日   一部改正     平成２１年４月１６日   一部改正 

   昭和５８年４月１日   一部改正 

    

    

    


